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Abstract 

 This paper tries to demonstrate significant effectiveness of development education in medical education at the 

tertiary level. 

 Development education was developed in the 1960s as a means of teaching about developing countries. The 

teaching method peculiar to development education is "participatory learning," which encourages participants to 

take part actively in the learning processes on their own initiative. This method develops participants' awareness 

of "becoming a member of a group" and also develops communication skills, which are essential for participating 

in group work, and which are also useful in teams engaged in medical treatment. 

(J.Aomori Univ.Health Welf.3 (1) : 1 —10, 2001)
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　　　　　　　　　　　はじめに

　本稿は、医療系大学(看 護、理学療法、社会福祉の3

学科)の 人間総合科学演習(1年 次前期科目・全員必修 ・

4単 位(3時 間/週)、 以下 「演習」という)に おける開

発教育=参 加型学習の実践 とその教育の今日的意義の考

察である。

　本学のような医療系大学の学生が、卒業後、その職責

を遂行するにあた り必要 とする能力の一つは、「人と関 り

合う能力」=コ ミュニケーション能力であろう。「人 と関

り合う能力」は本来持っているもの、あるいは特 に意識

しなくても自然に身につ くもの と思われてはいないだろ

うか。 しか し、現代の青年の 「人 と関 り合う能力」の低

下は深刻な問題 として取 り上げられ、本学に学ぶ学生の

「人 と関 り合 う能力」の低下 も例外ではないと考 えられ

る。それならば、人と関わる職業をめざす青年の 「人 と

関 り合 う能力」を発達するように援助すること、それが

教師 としての大 きな課題であると考える。

　筆者は演習を、開発教育の手法である参加型学習で運

営 している。参加型学習は、学習者の 「共感する感性」

を研 ぎ澄まし、「主体的、能動的に」学習に参加 し、「人

と関り合う能力」 を育成 ・発達(開 発)さ せるのにきわ

めて有効 な教育方法である。参加型学習においては、学

習者の一人一人が尊重され、民主的な場を作 り出す。

　 日本の医療現場では、昨今、医師 ・看護士 ・理学療法

士等の医療従事者がチームとなって看護 ・医療行為に携

わる 「チーム医療」の形態が導入 されるようになってき

ている。チーム医療が成立するためには、チームの構成

員全員が協同して、主体的に、治療活動に参加する必要

がある。そのためには、チームの構成員のみならず患者

と患者の家族 を含め、関る人々全員が、一人一人、人間

として尊重 されることが基本でなければならない。

　参加型学習によって体験 した 「当事者意識 ・主体者意

識」は、医療チームの構成員 として医療活動 に参加 して

い く姿勢を育むのにきわめて重要な意義をもつ。
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　　　　　　　I.開 発教育と参加型学習

I.1　 開発教育

　 開発教育は、1960年 代、開発途上国(以 下、途上国と

いう)の 実態 を先進国へ知らせ、途上国への援助の必要

性 を理解 してもらうことを目的に、欧米のNGOを 中心 と

して始め られた。それ以来、開発戦略の変遷 とともに、

開発教育の理念も内容 も大きく変化 してきた。貧困、女

性、子どもの問題などが深刻化 し、また環境問題等、地

球規模で考え、取 り組 まなければならないようになって

来たからである。このことに伴い、南北問題は単に 「南

の国」 を援助するだけでは解決 しないことが明らかにさ

れ、「南の国」の問題 は、地球に住む私達全体の問題であ

り、私達が私達の生活を見直す所から始まるのだ という

当事者意識が極めて重要であることが認識されるように

なった。 したがって、開発教育は、途上国の現状 を 「知

的に認識するだけではな く、「共感 し、つなが り合い」、

当事者意識 を育 くむ」 ことを重要な狙いとするように

なってきた。

　 日本において、「開発教育」という用語が登場 したのは、

田中治彦(1994)1に よると1972年 の世界青年会議第八回

総会の報告書の和訳であった。 しかし、「この時点では日

本の青少年団体はこの問題に関心を示 さ2」ず、1982年 の

開発教育協議会の発足を待たなければならなかった。

　国際理解、国際協調、国際的視野の育成を目指 した教

育は、 日本の教育現場ではユネスコによる平和教育、国

際教育3、多文化教育、異文化間教育あるいは地球市民教

育などの名称で各教科の一部にあるいは学校行事やクラ

ブ活動、特別活動などといった形で実施 されている。 し

か し、これらの教育 はともする と欧米諸国のみに焦点を

当るものであった り、異文化交流に終始することが多い。

「外国」 と言えば欧米諸国を意味 した時代 は終わった。

様々な民族の人々が国境を越えて行 き来 している現在、

日本や欧米諸国の先進国の生活が途上国に支えられてい

る現実、国際社会における途上国の存在の大 きさなどを

考慮すると、これからの国際教育は途上国を度外視 して

は成 り立たないことは明 らかである。 日本が国際社会の

一員としてその役割 を果たしてい くためには、国際社会

の過半数を占める途上国を視野に入れた国際教育が不可

欠である。

「開発」はDevelopmentの 和訳 で、　Developmentに は、

「開発」の他に 「発展」 という日本語表記があり、欧米

で始まったDevelopment　 Educationが 日本 に紹介 された当

初より、「開発教育」 と和訳されて現在に至っている。

　現在、開発教育 という言葉が教育現場 に定着 している

とは言い難い。その理由の一つには、「『開発』 というこ

とばが もつ意味の多様性にある。(中略)教 育の世界で も

ペスタロッチが提唱 した開発教授や幼児教育における才

能開発など紛 らわ しい用語があり4」 という背景がある。

このように、「開発」は少数のエ リー ト育成を目指 した動

きで使用された経緯 もあ り、「選別」を髪髭 させる可能性

もあ り、必ず しも途上国の 「開発 ・発展」を一義的に意

味するものではないか らである。

　開発教育は、途上国に焦点を当てるとい う点、そ して

教育現場の外で始まったという点で他の国際理解教育に

比べて異色である。だが、開発教育が扱 う内容は開発問

題、人口問題、資源 ・エネルギー、貿易、国際協力、難

民 ・在日外国人 ・女性 ・子 どもなどの社会的弱者の人権

問題、環境問題、異文化理解 など国際教育の領域 とほぼ

一致 してお り、その意味では教育現場で既に実施 されて

いるとも言える。今後、開発教育は実践教育 としての実

践 とその理論の学際的な研究の蓄積 とともに、教育の領

域のなかに市民権 を得てい くもの と期待 されている。

I.2　 参加型学習

　 開発教育の大 きな特徴は参加型の学習で学ぶ という手

法にある。参加型の学習は、一般に、学習に先立ち、学

習者の自己紹介を兼ねなが らアイスブレーキ ングという

「雰囲気作 り=仲 間づ くり」が行 われる。学習に参加す

る人たちは初対面の場合 も多 く、初めて顔 をみ合わす際

の緊張感 をやわらげ、堅苦 しさ、よそよそ しさ、気詰 ま

りを解 きほ ぐし、お互いに 「知 り合う」ことを始める。

開発教育の大きな狙いである 「つなが り」は、学習が始

まるときには 「見ず知 らず」であった人たちが、終わ り

頃には 「仲間意識をもつ」ようになることをも意味 して

いる。 この最初のアイスブレーキングの出来具合がその

後に続 く活動に作用することがあるので、アイスブレー

キングの種 目5選びも大切である。

アイスブレーキングの次 に 「学び」の部分が続 く。「学

び」の部分は「ゲーム」6と呼ばれる活動(ア クティビティ)

から成 り立ち、「ゲーム」の種類によっても異なるが、普

通5～3名 程度の小グループで行われる。 この「ゲーム」

は単 なる遊びではな く一つ一つの活動が緻密 に構成 さ

れ、教材は慎重に吟味 ・精選 された材料で開発 されてい

る。活動に際 しては、参加者 自身が考えや思いつ きなど

を述べ、他の学習者のそれを聞き、グループで作成物 を

制作 した り、小演劇などを創 りあげ、その後、作成物 を

全体に発表する、 というように学習者が必ず 「動 き、人

と会話をし、意思決定 をする」 ようにで きている。作成

物は時間の制約 もあ り必ず しも大げ さなものではない

が、「全員で話 し合って、何か一つのものを作 り上げた」と

いう達成感 ・充実感 ・連帯感を得 る。

　 この 「学び」の後 には必ず 「振 り返 り」を行 う。「振 り

返 り」は、まとめのようなものだが、単純な締め括 りで

はない。行 ったゲームの意味、そのゲームが成立 した理
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由・原因などを考 えるもので、「学び」の部分 と同 じくら

いの時間をかける。この振 り返 りにより、学習者にはゲー

ムの最中に気がつかなかった事 に気づ き、見えなかった

ものが見えて くるようになる。この振 り返 りは参加型学

習の最 も重要な部分である。

学 びを進行する役割はファシ リテーター と呼ばれる。

ファシリテー ターに当たる適当 な日本語がないので、

「ファシリテー ター」 と英語のまま遣われることが多い

が、あえて言い換えるならば、学びを進める意味で 「進

行者」・「促進者」、学習者を支える意味で 「援助者」とも

いえるだろう。参加者を参加 させ、学習者の情報伝達能

力や当事者性 といった 「参加力」を開発するという意味

で、筆者は 「開発者」 と理解 している。

I.3　 参加型学習の意義

　参加型の学習は、学習者が主体的 ・能動的に学びに参

加 して成立する。

参加型学習においては、学習者が、

①学習の場に集まり、

②ゲームに参加 し(こ の段階ではまだ 「動かされている」

状態もあ りうる)、

③ゲームのや り方が理解されるようになり、

④ 自ら 「動 く」 ようになり、

⑤やがて、ゲームの意味 を考えながら 「動 く」(自発的な

動 きへの変換)よ うになる。

　 このように学習者の行動はただ 「居あわす」 ことか ら

「意識的に動 く」 ように変化 してい く。この意識的な動

きは 「自発的な動 き」で、学習の主体者となることを意

味する。

　 この ように、本人が学習の主体者 ・当事者である実体

験の繰 り返 しにより、ただ 「居あわす」傍観者的な姿勢

から 「自発的に参加 してい く」当事者的な姿勢が育まれ

る。すなわち、受動的な学びの姿勢から能動的な学びの

姿勢への変革が起るのである。

　参加型学習の学習者を 「学びの当事者として学びの中

に参加 させる」働 きは、学習者自身の生活に対する姿勢

も変化させてい く。すなわち、意識的に生活 していこう

とする力(「生 きる力」)を引 き出す(開 発)。 この意味で

はもはや開発教育=参 加型学習は、単 に途上国を援助す

るための啓蒙活動ではなく、人間を開発する教育になる。

開発教育のこの 「知的に認識するだけではなく、共感 し、

つなが り合い、当事者意識を育てる」 という働 きこそ、

昨今の教育問題の解決の一つではないだろうか。現在の

学校教育を活性化するために必要なのは、何 よりも学習

者 を学習の主体者 とすることではないだろうか。

　「現代の若者はや さしくなった」 と言われるが、その

「やさしさ」 とは、実は人間関係の稀薄化傾向を示 して

いると言われる。 しか し、言い替えれば、「この現象は人

間関係の未熟 さであ り、社会能力の未発達の問題であ り、

協調、共感する能力の弱 さである7」 と指摘 される。「共

感 し、つなが り合 う」ことを狙いとする開発教育では、

この人 と人のつなが り、「協調、共感する能力」を引 き出

すことに大 きな力 を注 ぐ。それは、人が人 との関 りの中

で成長 してい くとい う最 も基本的な部分 の見直 しであ

る。人は、他者 との関係においてこそ自身の存在 を意識

化するのである。

　勿論、参加 しない自由も保障されなければならない。

本人を除 く他の人達が活動 している際、「参加 しない自

由」を主張するのは、極めて具合の悪い状況であろう。

それをあえて主張するのは勇気が要ることであ り、「一人

の人間の自由を認める」 こともまた人間尊重の学びの一

つである。個人の意思決定 を表明できる環境そ して個人

の意思決定を尊重する環境 を作 り出すことがいかに重要

であるか、言 うまで もない。

Ⅱ.参 加型学習への取り組み

Ⅱ.1　 人間総合科学演習

　人間総合科学演習は、3学 科の1年 生全 員(160名)が

履修す る。担当するのは約10名 程(年 度により担当教師

の数は異なる)の 教師で、教師達がそれぞれの専門ある

いは専門ではな くとも興味 ・関心のある領域から題目を

設定す る。そして、入学時のオリエンテーションの際、

担当教師全員が学生に対 して、各自の演習について説明・

解説 をし、学生はその中から希望する題目の演習を選ん

で履修する8。

この演習の目標は、「自己学習能力すなわち『学ぶ方法』を
　

身に付けてい くこと」で、そのために 「担当教官から学

生への一方的な授業ではな く、学生の自主的かつ積極的

な参加 によって、知的作業 に必要な思考方法や技術を学

びとらせ、主体的かつ総合的に学習を進めるための基礎

的教養や、問題解決能力 を身に付けさせること」 と授業

要項に記載されている。具体的には、入学後の創造的な

研究の基礎を築 くこと、そのために、それ までに身につ

けて しまった覚え込むだけの受動的な学習姿勢を是正

し、主体的な学習姿勢への変換 をねらっていると言える。

　筆者は、この3年 間、 この科目を担当 し、最初の2年

間は 「アフリカに学ぼう」、今年度(2001年 度)は 「アフ

リカを通 して世界 を見つめる」 という題目で開講 した9。

いずれの年度でも、ねらい とするのは、「世界 と自分、自

分と世界の相互の関 り」を考える視点を育む所 にあ り、

その切 り口としてアフリカを持って くる。この演習は、

単にアフリカに関する知識 を増やす事が目的ではなく、

「世界 と日本」、「日本 と世界」の相互のつなが り、「日本
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における南北問題」を考え、アフリカの問題は実は日本

の、そ して青森の問題であることにつなげてい く。また、

それは世界の今 日的課題である 「貧困」を考えることで

あり、最終的には、貧 しい国の人々も豊かな国の人々も

等 しくこの地球に生 きる人間 として、尊重 されるべ き人

権の主体であるという認識に至ることを目ざしている。

様々な演習の中で、遠いアフリカが題目で、アフリカの

民族 ・文化 ・生活、スワヒリ語、アパル トヘイ ト、青年

海外協力隊、ODAな どの項目が、学生の興味 ・関心 ・好

奇心 を引 くようで、1年 目は14名 、2年 目は20名 、3年

目は21名 の学生が履修 して くれた。

Ⅱ.2　 学習者を 「学習の主体者」とする取 り組み

　 日本の教育 を憂える声が上が ってか ら久 しい。文部省10

よ り上意下達の形で、あるいは現場の教師たちより、日

本の教育の多 くの問題点が指摘 され、分析 ・検討がなさ

れ、解決の努力がはかられ、実践 されてきた。

　近年の深刻 な問題点の一つは、学習者が学習の主体者

となっていないというものである。教師が学習者の頭の

中に知識を注 ぎ込むという一方通行型の授業形態に慣れ

きって、学習者たちが受け身であることを当た り前 と受

けとめ、やがて、本人が主体的存在であることを止める

態度 にもつながっているとい う指摘である。教師が一方

的に知識を伝授する伝統的な授業形態が もはや有効では

な くなってきたことは明らかである。

　 このような実態に対 して、学習者を学習の主体者 にし

ようとする様々な取 り組みが、政府主導であるいは現場

の教師 ・教師グループの努力 ・工夫でなされて きた。例

えば、生徒がみずか ら題 目を設定 し、研究計画を立てて、

学ぶことを意図 した 「探求の過程 を重視 した理科」なる

ものが1980年 代 に高等学校に導入されたこともあった。

2002年 か ら小 ・中学校 に導入予定の総合的な学習の時間

も生徒の主体的な活動 を尊重す ると謳われている。文部

省によるこの学習の導入も、学習者を学習の主体者 とし

ようとする試みの一つであろう。また看護士教育に導入

されたPBL(Problem-based　 Leaming)=課 題解決学習も

学生が主体的に学びに参加する学習法 として開発 された

ものである。一方、教育現場の個 々の教師 ・教師グルー

プの努力による 「主体的に学ぶ姿勢づ くり」の実践報告

は各種の教育雑誌等で報告 されている。 しか し、そのよ

うな努力は個別の段階にとどまり、授業の質の変化が 日

本全体の動 きになって きているとは言い難い。

　それは、これまでの 「主体的な学習」のための解決の

努力において、「主体的な学習」が本当の意味で理解 ・実

践されていなかったか らではないだろうか。「主体性 を大

切に」 としなが らも、実は時間、場所、設備、その他多

くの制約のため、結局は教師が想定 したプログラムの中

で学習者が動 くような仕組みになってはいなかっただろ

うか。さらには、現在の多 くの教師が、「伝統的な」一方

通行型の教育の中で養成 されて きてお り、「主体的な学

習」 を実体験 して きていないことがあるのではないだろ

うか。教師自身が自主的 ・主体的な存在でないか ぎり、

学習者を主体的な存在にすることは難 しい。

Ⅱ.3　 大学の変質

　前述 したように、学習者たちを学習の主体者とする取

り組みは、小 ・中 ・高校の教師によって様々な努力がな

されて きている。では、同 じく教育現場であるはずの大

学では、どうだろうか。この点における大学教育への批

判は、小 ・中 ・高校への批判よ りも深刻である。大学が

批判の対象 とされるとすれば、やは り時代の変化に呼応

する形で適応 させてこなかったことがまずあるだろう。

　現在の大学は、もはや 「かつての良き時代 の良き大学」

ではない。このことは広 く認識 され、多 くの教育関係者

に指摘されている。例えば、梶田叡一を挙げてみよう。

梶田はその著 『新 しい大学教育 を創る』11の第1章 で大学

の変化を簡潔にまとめている。すなわち、明治に日本の

近代的大学制度が始まった頃の大学は 「一般庶民とは縁

遠い超エ リー ト機関であった」。敗戦後、「超エリー トの

学校か ら一般社会の リーダー養成の学校」 となり、今 日

の大学は、「マス〈大衆 〉の中等教育の延長上にある一

般教育の機関」12と変質 してきたのである。

　高度産業社会における高等教育制度に関 して、M.ト ロ

ウは トロウ ・モデル理論 を提唱 し、高等教育は 「エ リー

ト型」から 「マス型」を経て、「ユニバーサル型」へ移行

すると主張する13。トロウ・モデルでは、ある段階か ら次

の段階へなにもか も一気 に転換するのではな く、新 しい

段階へ移行 した後 も、前段階において築かれた高等教育

機関は残るとする。つまり、ユニバーサル段階でもエ リー

ト型大学、マス型大学が残 り、3つ の型の大学が混在す

る状況 とな り、高等教育の多様化が進むことを意味 して

いる。さらに トロウは、マス段階からユニバーサル段階

への移行期に現れるもっとも重要な現象 として3点 挙げ

ているがその一つが、「高等教育機関の基本的な本質 と機

能にかんして、教授団や学生層 に合意(consensus)」 が

成立 していないこと」 を挙げている14。

　学生の様相は変化 してきた。しか し、大学の教師の多

くは学生の変化に気付 きなが らもその変化への対応は緩

慢であったように思われる。無頓着 ・無関心、あるいは「大

学生はこうあるべ き」 という本人の大学生時代 の像が固

定観念 として強 く刷 り込まれ、目の前にいる学生の変化

に本人 自身を対応 させていく必要を認めないようにさえ

見える。

　 日々、生徒の変化 を目の当た りにしている小 ・中 ・高
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校の教師達はその変化 を真正面から受け止め対応 してい

くのに比べて、大学の教師の関心事は、まず研究である15。

この、大学の教師 と小 ・中 ・高校の教師の教師観の大 き

な違いが大学の対応を遅らせた一因であろう。大学の教

師たちが、現在の大学 をかつて自分が学生であった頃の

姿 として捉えることはもはや多 くの場合、無理だという

ことを認識すべ きであろう。

　片岡徳雄・鳥越哲はその編書16の中で、大学生及び教師

を始めとした大学関係者 に対 して行った様々なアンケー

トの調査報告 をしている。そのアンケー トは、教師から

見た良い授業17、大学教師の大学教育観18、学生か ら見 た

授業中の私語19など多岐にわたる。多少網羅的であるもの

の、現代の学生、教師そして授業 を考える上での基礎的

な知見 を得るのに有用である。片岡 ・鳥越のこの調査 は

トロウ ・モデルの実証的研究 として学生の変質、高等教

育の変質を明 らかにするためになされた。そこには授業

が成立 しない教室の現実に苦悩す る教師たちの姿が浮き

出されている。

　 国立大学の独立法人化 の方向付 けがなされ、大学 を

「もっと魅力あるものにしなければ、大学は潰れる」 と

かあるいは 「大学が変 らない と日本の教育は変らない」

などのように危機意識を表明する内部か らの声は既にあ

がっている20。大学の組織 ・機構 を管理 ・運営の立場で対

応 してい く段階から授業のあ り方 まで、現実に対応 した

処置が早急になされなければならない。

Ⅱ.4　 大学における授業改革の試み

　 大学が変化 しているならば、その変化に対応 させる必

要があるのは、授業の姿 も同様であろう。小 ・中 ・高校

では、「授業」と言い、大学では 「講義」ということが多

い。講義 も授業の一形態であ りなが ら、小 ・中 ・高校で

の授業 と大学の講義 を区別 し、授業 と講義 との間に、あ

る種の優劣順位、言い換えるなら階層構造を作 り出 して

いないだろうか。「大学の授業は講義形態でなされる」と

いう、一元的な思いこみ とその思いこみから創 り出され

る階層構造から解 き放たれること、そして学生を参加 さ

せる授業を創 り出す ことは大 きな意義がある。

　大学における授業改革の具体的方策の目玉として登場

したのが、学生による授業評価である。学生による授業

評価は賛否両論があり、いまだに一致 した見解に落ち着

くには至ってないが、教師個人で、学科単位で、学部単

位でという具合 に全国的に徐 々に実施される傾向になっ

て きている。教師の授業 を実際に体験 した学生による授

業評価は、教師が本人の授業を客観的に見つめる材料 を

提供 して くれる意味で学生 による授業評価は意義あるこ

とである。

　筆者 も演習の終了時に学生による授業評価 を行 ってき

た。「学生には教師の授業 を判断する力はない」や 「感情

的な好 き嫌いで判断する」あるいは 「授業評価 を良いも

のにするために学生 に迎合 した授業になる恐れがある」

といった意見が反対論の代表であるが、筆者 自身の授業

評価に関する限 り、学生が恣意的に回答 しているとは感

じていない。学生は学生な りに善悪の判断基準 を持ち、

真摯に回答 して くれたと信 じている。たとえ未成年で学

問的にも精神的にも未熟だとして も、「学生としての年齢

での判断」 として受けとめる姿勢が教師側 にあって良い

のではないだろうか。

　ただ、授業評価による教師の授業改善策が 「学生に聞

こえる程度 に高 くはっきり話す」 とか 「板書を丁寧にす

る」あるいは 「具体例 を多 く紹介する」といった程度や、

講義だけではつまらなかろうと、スライ ドや ビデオ、コ

ンピュータのパワーポイン トを使 った説明などの工夫で

は、授業の改革 とは思われない。また、単 に教師個人の

講義技術の巧拙を問題 とするものであれば、昨今の大学

教育の現実 を抜本的に変えるものにはなりえないと考え

る。

宇佐美寛(1999)は 、その著書21の 「は じめに」で、まず

自身の教育観 について述べている。「秩序 を維持するの

は、授業をあずかっている教師の責任である」、「私語が

あるのは、私語をしていて もすむようなたるんだ授業を

しているからである」、「教師が定刻に教室に到着する=

すると、学生は遅刻 しないで来る」と続 く。教師の側に

責任 を求めるこの教師観 ・教育観はともすれば授業が成

立するか否かが教師のカリスマ性に帰すると結論づける

ことになりやす く危険ではないだろうか。 自己に厳 しく

毅然 とした姿勢 に畏敬の念 さえ抱 くが、そのような個人

的な資質によって授業が成立 してきた時代が終わったと

いう見方が、現実的 と考える。

Ⅱ.5　 参加型授業

　前述 した片岡 ・鳥越は調査の結果に基づ き、大学の授

業を改善するための大 きな要因の一つは 「学生を参加 さ

せる」ことであると提言 している。 しかし、「学生の授業

参加」 とはどのような活動によって具体化 されるのか。

　片岡 ・鳥越の調査では、教師たちは学生を授業に参加

させる具体策として、授業中の発問、授業後の小テス ト、

学生へのアンケー ト、グループ討論などの取 り組みが紹

介 されている。それらの工夫が生かされて、授業が活発

になり、学生が主体的に学びを行 うようになっているの

であれば「授業が問題」な状況はあ り得ない。すなわち「学

生の参加」 とは単なる 「学生 との交流」が問題なのでは

ない。学生の 「主体性 を引 き出すための参加」が鍵 なの

である。

　林義樹氏22は、その著書23で、学生を取 り込む授業の実
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践報告 をし、さらに教育理論 として構築 していこうと試

みている。それは、「ラベル」と呼ばれる用紙 を利用 し学

生 と交流 し、学生が授業 に積極的に関るように導 くもの

である。林は、学生の授業への参加 を “主体性の差” に

着 目し 「参集」・「参与」・「参画」と3段 階に分けている24。

「参集」とは単に 「いあわす」こと、「参与」とは 「かか

わる」こと、「参画」とは 「にないあう」とする。すなわ

ち一つの活動、今の場合は授業に、個人 として 「いあわ

す」か、その場 にいる他者と 「かかわる」か、その”場
“を 「にないあう」かという差 に大 きな意味を見いだす

。

その差は、すわなち主体性の差なのである。学生が授業

を構成する主体者 として参画するように学生の能力 を引

き出す点において、優れた大学授業改革の試みである。

　渡辺淳氏25も、大学の授業を知識注入型から学生の学び

を重視する 「獲得型授業」への移行を主張する26。「獲得

型授業」 とは、学生がある課題 に取 り組む中で、知識は

もちろんリサーチの仕方その ものも身につけてゆくとい

うタイプの学習指導(自 学の訓練)と 発表 ・討論学習な

どのように、学生に授業への参加 を求めるタイプの学習

指導(参 加型の学習)の2つ の側面を持つ。これらの2

つの側面は互いに密接 に関連 し、教師の役 目は、学生が

主体的に学ぶように援助することであると主張する。

　渡辺の実践の中核にあるのは 「演劇的技法による創造

的な表現活動」である。演劇 という身体表現は情報伝達

の手段の中で もかな り高度なものであり、情緒的な部分

の発達を必要 とする。渡辺のこの実践は 「脳の右半球の

発達が左半球を補完 し、相乗 し合うことによって、潜在

能力をさらに発達 させるというセルビーの考え27」に基づ

いている。思い起 こせば、 日本の教育は知的教育すなわ

ち左脳をつかう教育が中心で、ともすれば右脳を使 うこ

とを軽んじて きた傾向がある。渡辺の実践は学習者を参

加させることの他、右脳をつかうということすなわち情

緒 ・感情の発達 を前面に押 し出 しているところが特徴的

である。

　学習への参加は 「いあわす」のではな く、「にないあ

う」とい う当事者 として参加す ることでなければならず、

またそれは自分が当事者であるという感覚 ・感情の領域

においての認識をも必要 とするあ り方である。

Ⅱ.6　 教師の役割

　かつての大学では授業の形態が 「講義=lecture」 で教

師は 「講義する人=lecture」 であった。 しか し、前述 し

たように大学の授業は 「聞 く講義」から 「参加する授業」

に変化 しなければならない。 となれば、そのような授業

においては教師の役割 も当然 「講義する人=1ecture」 の

ままではい られない。

日本私立大学連盟教員研修運営委員会の呼びかけによっ

て 「大学の教育を考える」ワークショップが開催された。

その一つ として企画された 「教員の役割」を考えるシン

ポジウムの記録28でも、発言者たちは、学生の変質 してい

る状況を見据え、一方向型の講義ですませることがで き

た時代 を過去のもの とし、現実に対応すべ く大学の教師

の役割も多様化 しているという視点で一致 している。現

代では、大量の情報が蓄積 され、コピー機、テープレコー

ダーの氾濫、インターネッ トの普及と情報を入手するこ

とが誰にでも可能 となった29。もはや、教師は 「知識源」

としての機能は期待 されていないのである。

　渡部は、教師の重要な資質 として 「表現者」、「学習者」、

「援助者(フ ァシリテーター)」の3つ を挙げている30。

す なわち、授業は教師の表現であるということ(「表現

者」)、教師 もまた学び続ける仲間であるということ(「学

習者」)、教師は学習者を励 ます(「援助者(フ ァシリテー

ター)」)存 在であるとする。学びの型の変化 に伴い教師

の役 目もまた、知識注入型の教師から獲得型の教師に変

化 しなければならない。ここで、教師は「授業を創る人」、

「学びを進行する人」 となる。

　教育の場 における教師の役割は一筋縄ではいかない。

教室に置いては勿論 「教師」である。 しかし、他に生活

指導や就職 ・進学相談あるいは悩みや問題 を抱えたとき

の 「相談役」や 「仲介役」、クラブ活動の ような場ではむ

しろ 「先輩」の姿を期待 されるであろうし、時には 「保

護者」の役 を担 うこともある。ゼ ミ旅行などへ行 く際に

は最低の救急処置 も知 っていなければならず、「救急隊

員」でもある。学生と離れた場では、「事務屋」的技能や

「外交家」であることも求められ、「何で も屋」的様相が

ある。

　授業においての 「教師」の役割は 「知識源」 として知

識を一方的に流すのではなく、学生にとって 「有意義な

ひととき」を作 り出すことにある。「有意義なひととき」を

作 り出す前提 となるのは、学生や学生の既 に持っている

知識や体験をどう見 るかという学生観に大きく関わって

いると考える。すなわち教室に入って くる学生が 「何 も

持っていない」 とみるか 「豊富な知識や体験をもってい

る」 と見るかである。学生が 「豊かな知識や体験 をもっ

ている」 と見れば一方的な知識の注入は必要ない。学生

が持 っている知識や体験 を引 き出し、意義づけ し、理論

的な補完をし、知識の新たなる構築 を手伝 うことが仕事

となる。

　 学習者 を支える 「援助者」 とは、まさしくそういった

意味を持っている。筆者は、学生の力を引き出す という

意味で 「開発者」 という用語をつかう。

　　Ⅲ　医療系大学における参加型教育の意義

本学のような医療系大学(看 護、理学療法、社会福祉
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学科)の 学生が、卒業後、その職責を遂行するにあた り

必要 とする能力のうち主要なものを3つ 挙げるならば、

①知識、②技術及び③ 「人と関 り合う能力」=コ ミュニ

ケーション能力であろう。十分な知識と技術は、職業人

として機能 してい くために必須である。同時に、病院で

あろうが、リハ ビリ施設であろうが、障害者施設であろ

うが、職場 はすべて、対人関係を基本とする。豊かで多

様 な 「人と関 り合 う能力」が不可欠である。知識、技術

は講義 と実習で学べ る。では、「人と関 り合 う能力」 は、

どのように育まれるのか。

　 一般に、人はその誕生時 より人 と関 り合って生きてい

る。 したが って、この 「人 と関 り合 う能力」は、「自然

に」身につ くものと 「信 じ」られてはいないであろうか。

しか し、能力 は引 き出され(開 発)育 てられる(成 長=

発達)も のである。人と関わる職業をめざす青年の 「人

と関 り合 う能力」の低下は職業上致命的である。社会能

力が十分発達 していないならば、発達するように援助す

ること、それが教師としての大 きな課題であると考える。

①参加型学習は 「人 と関 り合 う能力」 を育成する。参加

型学習 を成立 させるためには、他者 との コミュニケー

ションが欠かせ ない。情報伝達 を行うために、様々な手

だてが模索 され、表現力が発達する。そ して、「自己発現

力=分 かってもらお うとする心」 と 「他者受容力=分 か

ろうとする心」、が開発 され、情報伝達能力が磨かれる。

医療現場にある人々は、年齢、職業、経歴その他様々な

点において異なる。疾病や障害 もその度合が異なる。そ

のような人々の集まりでは様 々な情報伝達手段がつかわ

れるであろう。多様 な伝達手段を身につけることの大切

さは、言 うまで もない。

②参加型学習は学生を 「主体的に参加させる(参 画)」。

今後ます ます導入 されるであろう 「チーム医療」におい

てはチームの医療活動に、受動的にではなく、能動的に

関ってい く構成員であることは極めて重要である。グ

ループの中には、積極的な人も消極的な人 もいるであろ

う。発言量の多寡に関らず、当事者 として参加すること

が肝要である。

③参加型学習では、「人間を尊重 し、人間として尊重され

る」。医療の世界 も福祉の世界 も、かつてのように恩恵的

に援助 を施す時代 ではないとい う認識 に変わ りつつあ

る。医療の場 にある全ての人の人権が尊重されることは、

「民主的な看護」、「自立援助のための福祉」 を考える視

点 と共通 している。

るようになることが望ましい。 しかし、いかなる教授法

を取 り入れた場合 も、学習者 との間に階層的な構造をつ

くり、学びを教師が独 占するような状態 になるのは避け

なければならない。

　 参加型学習は、学習者を主体的な存在 となるよう育成・

発達 させてゆ く教授方法で、「人間を尊重し、人間として

尊重 される」態度を育み、医療現場のように人と関る仕

事に望ましい人材 を送 り出すために、極めて有効な教員

手法である。ただ、参加型学習を成立させるためには適

正な人数があり、一クラスあたり10人か ら40人程度で可

能であるが、20人 くらいが最 も望 ましい。一クラスあた

りの学生数が100人 を越えることも珍 しくはない日本の

大学において、これが教授方法 として広 く実施されるに

は、まだ乗 り越えなければならない課題が多い。 しか し、

この場合、100人 を越 えるクラスにどのように参加型学

習を導入で きるかどうかという手段 を考 えるのではな

く、100人 以上 を相手 にマイクで行 う授業形態その もの

を問題にするべ きであろう。現在の教育の問題の本質は

人間が 「個人」 として扱われず 「大衆の 一人」 として扱

われて来た結果生 じた疎外感 によるものと考えるからで

ある。「共感 し、つながる」こと、これが今、希薄になっ

た人間関係 を修復する最大のテーマだと考える。

「白い巨塔」 と言われた 日本の医療現場で も、治療行為

への視点が変化 してきている。既成の古い体質をもつ世

界 に、「人権主体 として成長、発達 した」青年を送 り出す

ことが医療系の大学の重要な役割であると信 じる。

　なお、参加型学習は学習方法 ・手法であって、途上国

についてを学ぶためだけの ものではない。授業以外のさ

まざまな場面にも応用できる。筆者は、男女共同参画社

会のための講演で も、ボランティア活動、国際交流の講

演でも、できうるか ぎり参加型学習で対応 している。こ

れからの学びにおいては、講師や出席者 を含めた全員が、

相互に交流 し共に学び合 うことが大切だと考 えるからで

ある。

　　　　　　　　　　　付 記

　本研究の一部は、日本教育学会第60回 大会(2001年)

において発表 した。

(受理 日：平成13年10月2日)

　　　　　　　　　　　まとめ

　教室で行われる学習の教授法は様々あ り、学習内容、

学習者の状況、施設 ・設備などの物理的条件やその他の

状況 に応 じて、最 もふさわしいものを用いることがで き
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資料1:人 間総合科学演習の講座一覧

1999年 度
青森文化 を斜めに見る　－国際的視野からの観察－

環境 問題 、健康問題 につ いて調べ、考 え、 まとめ よう

個人の良心と集団内での権威に対する服従

　－その相互の葛藤について－

死 とどう向 き合 うか　－死生学への アプローチ－

サー ビスの質 とはなにか?　 サー ビス はどの ように測れ るか?

生活習慣病(糖 尿病 、高血圧、癌、心臓病 な ど)予 防の行動変容 が どうした らで きるか

言葉 と思考 、書 くことと考 えるこ と

世論形成と環境

法律 ってなんだ?　― 人間社会の必 要悪 ともいえ る法律。 で も、法律 って一体 なんだろう。

法理 と人間の関係 を一緒 に考 える時間です―

現場での体験を通して保健 ・福祉施設での実践を学ぶ

―保健 ・福祉施設での観察、参加学習を通して―

芸術 と創 造　―病跡学(バ トグラ フィー)と 創造性―

感性 を育む教育 につ いて、考 える

アフ リカに学ぼ う
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2000年 度
外国語としての日本語研究

　　　　 －英語から見た日本語－

　　　　　 －英語と日本語－

環境問題 、健康 問題 につい て調べ 、考 え、 まとめ よう

ウソ800

危機の中での 『倫理学』

English　 as　a　language　 of　intemational　 communication

死 とどう向 き合 うか 　－死生学への アプローチ －

世論形成と環境

芸術と創造

感性 を育 む教育 について、考 える

アフ リカに学 ぼう

2001年 度
邪悪性の 『倫理学』

環境問題、健康 問題について調べ、考 え、 まとめ よう

ウ ソ800

English　 as　a　language　 of　 intemational　 communication

死 とどう向 き合 うか 　－死生学への アプローチ －

世論形成と環境

芸術 と創造

感性 を育 む教育 について、考 える

アフ リカに学 ぼう

資料2:2001年 年度千葉ゼミ：「アフリカから世界を見つめる」実施日と内容(予 定)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

月 日

4.11

(水)

4.18

(水)

4.25

(水)

5.2

(水)

5.9

(水)

5.16

(水)

5.26

(土 〉

5.30

(水)

6.6

(水)

6.13

(水)

6.20

(水)

6.27

(水)

7.4

(水)

7.11

(水)

テー マ

ゼ ミの 紹 介 、概 要 説 明 、ア ンケ ー ト、 日誌 の 書 き方 、副

読 本 の 紹 介 、その 他

アンケートのまとめの発 表
「食 べ物から世界 が見 える」

「ア フリカの歴 史1」

国 際 ニュースを読 む ①

「アフリカの歴 史2」

国 際 ニ ュー スを読 む ②

「国際 協力機 関 」

ODAと 国 際機 関

国 際ニュースを読 む③

「貧 困」

学 習 「アフリカは貧 しいか」

①ビデオ「青年海 外 協力 隊」続 いて討論

国 際 ミニ ・シンポジウム

「国 際 ボランテ ィアとNGO」

② ビデ オ 「ODA」続 いて討 論

食:外 国 の 食 べ 物 、モ ヤ シ作 り

「衣:民 族衣 装を着 てみる」

異 文化 の話 、言 葉 が意 味するもの

アフリカの 言 葉:ス ワヒリ語

開発 と女性

③ ビデオ「ケニアの女性 たち」続 いて討論

「『人 口問題 』とは何 が問題か」

アパル トヘイト

「開 発 教 育 」

で は 、「あお もり」は 、どうな のか?

ゼミの評 価

備考
テーマ発表 と割 当て

テー マ①

テー マ②

テ ー マ③

テ ー マ④

副 読 本 の感 想 文 の締

め切り

テーマ⑤

外 部 講 師2名 によるシ

ンポジウム

テー マ⑥

テ ー マ⑦

国別研 究 の締 め切 り

テー マ ⑧

テー マ⑨

テ ー マ⑩

個 人研 究の締 め切 り
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2同 上、p.114
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ている。

92001年 度の演習の内容は資料2と してあげている。
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